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1. 序論：エビデンスに基づく知的財産政策の新たな地平 
グローバル経済の複雑化と技術革新の加速に伴い、イノベーションが国家の持続的成長および地

球規模の社会課題解決を牽引する核心的ドライバーとして位置づけられる中、知的財産（IP）制度は
これを下支えする最も重要な制度的インフラストラクチャーである。2026年（令和8年）3月に一般財
団法人知的財産研究教育財団・知的財産研究所によって取りまとめられ、同年4月に特許庁より公
表された『令和7年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書』は、日本の
知的財産政策および企業経営のあり方に対し、極めて高度な計量経済学的エビデンスを提供する

画期的な文献である1。 

本報告書は、政府の「科学技術研究調査」の個票データなどを初めて活用し、特許出願の単純な

「量」から、被引用件数などに代表される「質」、さらにはポートフォリオの「構造」や資本市場に対す

る「情報開示」へと、知的財産の経済的価値の源泉がパラダイムシフトを起こしていることを実証的

に証明した1。特許データベースに加え、経済産業省の『企業活動基本調査』や特許庁の『知的財産

活動調査』を組み合わせた大規模なパネルデータセットを構築し、特許を保有しない企業も包含した

全般的なイノベーション活動の把握を試みている点が、本研究群の際立った特徴である1。報告書

は、環境関連発明が企業の市場評価に与える影響を分析した第I章、知財ポートフォリオの構造が
企業パフォーマンスに与える影響を分析した第II章、および知的財産制度に関連する国内外の計量
経済学的研究を網羅的に調査した第III章という、3つの主要なテーマによって構成されている1。本稿

では、これら各章の精緻な計量経済学的分析の結果を解剖し、2026年4月の公表以降の市場およ
び産業界における反響を整理した上で、次世代の知的財産戦略および政策立案に向けた専門的か

つ多角的なコメントを展開する。 

2. 第I章：環境関連発明（GX特許）と企業価値のパラドックス 
第I章は、持続可能な社会経済システムの構築に不可欠なグリーン・トランスフォーメーション（GX）技
術に対する企業の研究開発（R&D）投資と特許出願が、企業業績および市場評価に与える因果関係
を、日本の上場企業パネルデータ（2002年〜2023年）を用いて検証している1。 

2.1. 「量」の負の効果と「質」のグリーン・プレミアム 
本分析における最も示唆に富む発見は、GX特許の「量（出願件数）」と「質（被引用件数）」が企業価
値に対して全く逆方向のベクトルで作用するという事実である。分析結果によれば、GX特許の出願
件数ストックの増加そのものは、企業に対する評価や企業業績を表す結果変数であるトービンのQ、
経常利益、株式時価総額、さらには技術輸出額に対して統計的に有意な負の影響を与えていること



が判明した1。特許出願件数の増加が企業価値を毀損するという結果は一見すると直観に反するよ

うに見えるが、これは環境関連R&Dが短期的には莫大なコスト（費用）として財務を圧迫する性質を
持つことを如実に反映しているものと解釈される。 

一方で、GX特許の「被引用件数」で測定される質は、これら全てのアウトカム変数に対して強力な正
の効果をもたらすことが証明された1。特筆すべきは、GX特許の質がもたらす正の効果は、全技術分
野の特許を対象とした場合の質の効果を凌駕している点である。このいわゆる「グリーン・プレミア

ム」は、優れた環境技術が市場において極めて高く評価され、将来の超過利潤の源泉として投資家

に織り込まれていることを意味する。 

 

 
 
2.2. ポーター仮説の計量経済学的再考 
本章の分析は、適切に設計された環境規制や環境投資が「イノベーション・オフセット」をもたらし、結

果的に企業の競争力を高めるとする「強いポーター仮説」の実証的文脈においても重要な学術的貢

献を果たしている1。ベースライン分析においては、環境R&D投資単体では、直接的にも、またGX特
許を媒介した間接的にも企業業績に負の影響を与える可能性があることが示された1。これは、環境



配慮型製品やプロセスの開発が、既存の生産方法と比較してコスト高となる傾向があるため、短期

的には企業収益を圧迫するという経済的現実を示している。 

しかしながら、操作変数法および媒介分析を用いた結果方程式において、企業全体のすべてのR&D
投資がGX特許の量と質に正の影響を与えており、質の低下を伴わずに出願件数が増加する、ある
いは被引用件数が顕著に増加するような「質の高いイノベーション」が実現した場合にのみ、企業業

績が上昇することが確認された1。すなわち、環境制約への単なる受動的な対応としてのR&Dは企業
価値を毀損するが、他社に引用されるレベルの圧倒的な技術的優位性を確立し「真のGXイノベー
ション」へと昇華された場合にのみ、強いポーター仮説が成立することを計量経済学的に立証したの

である。 

2.3. 技術分野別の異質性と技術輸出への波及 
特許庁のGXTI（グリーン・トランスフォーメーション技術区分表）を用いた大区分別の推計では、技術
分野による効果の異質性が浮き彫りとなった。特に「エネルギー供給（大区分A）」および「電池・蓄エ
ネ（大区分C）」において、被引用件数がトービンのQに対して強い正の効果を持つことが明らかと
なった1。さらにエネルギー別に細分化した推計では、この大区分Aの結果を牽引しているのが、太陽
光発電および燃料電池の分野であることが示された1。これは、データカバー期間の前半において日

本企業がこれらの技術開発を盛んに行い、世界的な技術的優位性を構築してきた歴史的経緯と合

致しており、当該分野の特許の質が企業業績に極めて重要な役割を果たしてきたことが理解でき

る。 

加えて、発展的な分析として、GX特許の質が「技術輸出額」に対しても有意に正の影響を与えてい
ることが判明した1。技術輸出をアウトカム変数とし、輸出先地域特有の効果を考慮した分析におい

て、北米、アフリカ、オセアニア地域への技術輸出に対して、GX特許の被引用件数が有意かつ正の
影響を与えていることが確認された。この結果は、質の高いグリーン知財が、単なる自社製品の保

護手段に留まらず、海外企業へのライセンス供与や技術移転を通じたグローバルな収益源泉として

強力に機能していることを示唆している。 

評価指標（アウトカム

変数） 
GX特許出願件数（量）
の影響 

GX特許被引用件数
（質）の影響 

環境R&D投資の影響 

トービンのQ 有意な負の影響 有意な正の影響 弱い負の影響 

経常利益 有意な負の影響 有意な正の影響 弱い負の影響 

株式時価総額 有意な負の影響 有意な正の影響 弱い負の影響 



技術輸出額（特定地

域） 
有意な影響なし 有意な正の影響 有意な正の影響（アジア

等） 

3. 第II章：知財ポートフォリオの構造・両利きの経営と情報開
示 
第II章は、個々の特許の量や質を超えて、企業が保有する特許全体の「構造（ポートフォリオ）」が財
務パフォーマンス（ROA等）や企業価値（トービンのQ等）に与える影響を分析している。研究開発投
資は費用として現在の収益を下げる一方で、その成果は特許権で保護された知識ストックとして将

来の収益を高めるという前提のもと、技術分野間の資源配分を組織学習理論における「探索（

Exploration）」と「深化（Exploitation）」の枠組みに応用した革新的なアプローチが採用されている1。 

3.1. 「探索」と「深化」による両利きの知財戦略 
本分析では、企業が技術分野間にどのように知的財産のリソースを配分しているかを定量化するた

め、特許ポートフォリオの構造を以下の2つの指標で測定している。第一に、「企業内HHI（ハーフィン
ダール・ハーシュマン指数）」である。これは特定の技術分野への出願の集中度を示し、HHIが低い
ほど多様な分野へ資源が分散しており、未知の技術領域を開拓する「探索」が行われていると解釈

される1。第二に、「相対的技術優位性（RTA）」である。これは市場全体における特定分野のシェアに
対し、自社内部での出願シェアがどれだけ高いかを示す指標であり、RTAが高いことは、強みを持つ
分野へ戦略的に集中投資する「深化」を意味する1。 

実証分析の結果、PIM法により算出された研究開発ストック（知識資本）が巨大であり研究開発力の
高い企業においては、企業内HHIが低い（探索が進んでいる）ほど、またRTAが高い（特定の強みで
深化している）ほど、ROAやトービンのQといったパフォーマンスが高まることが確認された1。これ

は、急激な技術環境の変化に対して、既存の優位領域での深掘り（深化）によって短期的な収益と

競争優位性を確保しつつ、新たな技術領域への多角化（探索）によって中長期的な成長機会の獲得

とリスクヘッジを図る「両利きの経営（Ambidexterity）」が、知財ポートフォリオ戦略においても極めて
有効であることを実証している。単なる特許の量的拡大ではなく、自社の研究開発能力と整合的な

ポートフォリオの構造設計が成果に直結するのである。 

 



 
 
3.2. 知財マネジメントの情報非対称性とCGC改訂の影響 
本章におけるもう一つの極めて重要な示唆は、資本市場との間にある「情報の非対称性」の存在で

ある。分析によれば、特許庁の『知的財産活動調査』から得られた「知的財産総括責任者の役職レ

ベル（知財マネジメントの重視度を表す8段階の指標）」と研究開発ストックの交差項は、短期的な収
益性であるROA（1期後）を向上させる効果を持つことが示された1。これは、研究開発を継続的に行う

企業において、知財マネジメントの組織的な実装が収益への転換に寄与することを意味する。しかし

ながら、この同じ変数は投資家の評価指標であるトービンのQには有意な影響を与えていないこと
が判明した1。また、質の高い特許（被引用件数ストック）の蓄積も、収益性（ROA）には明確に結びつ
くものの、トービンのQには結びつきにくい傾向が観察された。 

この現象は、特許の質や組織的な知財マネジメントの取り組みの実態、さらにはそれらがもたらす効

果について、企業と外部の投資家との間に情報の非対称性が存在し、市場評価に適切に反映され

ていない可能性を強く示唆している。この仮説を裏付けるため、補論において2021年のコーポレート
ガバナンス・コード（CGC）改訂を外生的なショックとした二段階最小二乗法（2SLS）による推計が行
われた。CGC改訂により上場企業に対して知的財産への投資等に関する情報開示が求められた結
果、有価証券報告書における「特許」という単語の出現頻度が急増した。分析の結果、この制度改訂

によって外生的に誘発された情報開示の増加は、PBRやトービンのQを統計的かつ経済的に有意に



上昇させる（下落を緩和する）効果があったことが確認された1。 

すなわち、優れた知財ポートフォリオやマネジメント体制を内部で構築するだけでは不十分であり、

それらを統合報告書や有価証券報告書を通じて投資家に向けた「ナラティブ」として積極的に開示

し、資本市場との対話を行うことが、無形資産の価値を顕在化させ、企業価値の適正な評価を獲得

するために不可欠であることが計量経済学的に実証されたのである。 

4. 第III章：最新の計量経済学的研究動向と日本への示唆 
第III章は、2025年9月にベルギーのアントワープ大学で開催された「EPIP2025（European Policy for 
Intellectual Property）」での最新報告論文をはじめとする、知財制度に関する世界最高峰の計量経
済学的研究を網羅的にサーベイしている1。この章の存在は、本報告書が単なる国内データ分析に

留まらず、国際的な政策論争の最前線に日本を接続し、今後のエビデンスに基づく政策立案（EBPM
）の方向性を指し示す意図を持っている。対象論文は多岐にわたり、それぞれが知的財産制度と経

済活動の複雑な交絡を解き明かしている。 

4.1. イノベーション政策と制度設計の評価 
特許制度の設計（審査プロセス、手数料、税制等）がイノベーションに与える効果に関する厳密な因

果推論が世界的に進展している。 オーストラリアのデータを用いたFalkの研究では、主要な産業政
策であるR&D税制優遇措置（RDTI）が直接的な特許出願を促進するだけでなく、企業間の知識スピ
ルオーバーを通じて全要素生産性（TFP）を有意に押し上げることが示された1。これは、税制優遇が

個社のインセンティブを超えてマクロ経済の効率性を高めることを裏付けている。同様に、英国のパ

テントボックス税制に関するDechezlepretreらの研究でも、制度設計の閾値を活用した回帰不連続
デザイン（RDD）により、優遇税制の拡充がR&D支出と質の高い特許出願を長期的に増加させ、同
一技術分野内の他企業にも正のスピルオーバーをもたらすことが証明されている1。一方で、

SchwabとTodtenhauptは、パテントボックス税制において知的財産とR&D活動の同地立地を要求す
る「ネクサス要件」の有無が、多国籍企業の国際的なR&D移転行動に決定的な影響を与えることを
示し、制度設計の微細な違いが税源浸食やR&D集積に及ぼす影響を明らかにした1。 

特許手数料とアクセスに関するde Rassenfosseの研究では、米国における「米国発明法（AIA）」や
「米国イノベーター解放法（UAIA）」による小規模・零細事業者向けの手数料減免措置が、新規参入
を劇的に増やす効果は限定的であることが示された1。これは、特許制度へのアクセスを阻む真の障

壁が政府手数料ではなく、特許弁護士費用や手続きの複雑さといった非金銭的コストにあることを

示唆しており、アウトリーチ活動やプロボノプログラムの拡充が必要であると結論づけている。さら

に、1815年から1830年のネーデルラント連合王国における特許制度を分析したColvinの歴史的実証
研究は、行政官僚に強力な裁量権を与え、発明の価値や出願者の資力に応じて特許期間や手数料

を柔軟に調整する制度が、恣意的な差別を生むことなく、むしろ非エリート層を包摂する効率的な経

済制度として機能していたことを明らかにし、現代の画一的な制度設計に一石を投じている1。 

4.2. 知識フロー、引用分析、および標準化 
特許データを通じた知識の波及と、グローバルな標準化に関する研究も深化している。Lazajの研究
は、通信分野の標準関連特許を対象としたメインパス分析を通じて、技術進歩の方向性を決定づけ

る「コア標準関連特許」の約31%が、公的資金による科学研究（論文）に直接的に依存していることを



実証した1。国家は市場の失敗を補う受動的な存在ではなく、基礎研究への投資を通じて将来のグ

ローバル標準や市場支配力に対する戦略的な「アンカー」として機能していることが浮き彫りとなっ

た。 

また、欧州単一市場における企業の知的財産と標準化戦略のミクロ的基礎を分析したHeikkilaの質
的研究は、企業が成文化された戦略文書ではなく、外部の弁理士事務所との連携や日々の業務

ルーチンといった「実践による学習」を通じて動的能力（ダイナミック・ケイパビリティ）を蓄積している

実態を描き出した1。一方で、気候変動特許の破壊性を分析したLambrechtらの研究は、大規模言
語モデル（Transformerモデル）を用いて特許本文と引用文献（科学論文と先行特許）の「意味的類
似性」を測定し、科学的知見（論文）の統合が技術の破壊性を高める一方で、既存の技術軌道への

依存（先行特許への類似）は漸進的イノベーションに留まりやすいことを示し、引用の「数」ではなく

「質的距離」の重要性を提示した1。さらに、Cuntzらの研究は、WHOのHinariプログラムを通じた科
学雑誌へのアクセス支援が、途上国における論文出版数を41%増加させ、臨床試験への参画を21%
も増加させることを示し、知識へのアクセスがイノベーション・パイプラインを強化する因果的証拠を

提供している1。 

4.3. 企業の開示戦略と知識管理 
企業が技術情報を特許化して公開するか、営業秘密として秘匿するか、あるいは防衛的に公開する

かという戦略的選択は、イノベーションの実態を測る上で極めて重要である。Ganglmairの研究は、
発明者が特許を取得せずに技術を公開する『Research Disclosure (RD)』をLLMを用いて分析し、防
衛的公開が決して二流の技術の受け皿ではなく、特に物理学や電気分野において、特許データとは

異なる独自の高価値な技術領域を開拓していることを明らかにした1。企業は競合が少ない領域では

匿名で公開するなど、高度に戦略的な情報開示を行っている。 

また、サイバーセキュリティリスクが情報開示に与える影響を分析したMartensの研究では、同業他
社でデータ侵害が発生すると、自社の科学的論文の出版数が有意に減少し、特許出願数が増加す

ることが示された1。企業が攻撃者からIPを守るために意図的に情報を隠し、法的保護へシフトする
「秘密主義へのシフト」は、社会全体の知識波及を阻害する間接的な経済コストを生んでいる。関連

して、知識漏洩の実態を分析したGanglmairの別の研究では、化学分野等で知識漏洩の露出度が
高い企業ほど、営業秘密よりも特許による法的保護を優先し、出願を増加させる傾向があることが

示された1。特に合成生物学などの国家安全保障に関連する機密分野では、漏洩リスクと特許出願

が共に高く、知識の保護と自由なフローの間の適切なバランス管理が求められている。 

さらに、CEOの幼少期の文化的環境が企業の向社会的行動に与える影響を分析したPalladiniの研
究は、中国における儒教的環境に露出したCEOが、R&Dの成果を特許で独占するのではなく、学術
論文として「オープンサイエンス」に供する傾向が強いことを因果的に推定し、インプリンティング理論

を拡張した1。Wangの研究は、テスラによる「善意（Good Faith）」に基づく全特許開放宣言が、同社
の技術を焦点としたエコシステムを拡大・強化した一方で、相互不可侵条件があるために無条件の

普及には至らず、むしろテスラ自身の特許取得活動が活発化したことを示し、特許開放が高度な経

営戦略であることを浮き彫りにした1。 

4.4. 知財の経済的価値評価とファイナンス 
特許の金銭的価値を正確に評価し、それが資本市場でどのように認識されるかを探る研究は、



EBPMの基礎である。Kawaseの研究は、日米の特許権維持年金納付データに基づく「更新モデル」
を改良し、1990年から2010年にかけて両国で特許の平均価値が上昇していること、しかしモデル推
計値が一部のブロックバスター医薬品などの「スター特許」の価値を過小評価する傾向があることを

実データとの突き合わせで検証した1。Woeppelは、企業の投資行動を説明するトービンのQにおい
て、分母の再取得費用に特許資本と無形資産を組み込んだ「Patent Q」を提案し、これが研究開発
投資の説明力を有意に改善することを示し、無形資産投資の重要性が高まる現代における投資指

標の改良に成功した1。 

また、Hsuらは、新商標の出願強度をイノベーション成果の形態と捉え、投資家が新商標のもたらす
将来の収益性を過小評価（アンダーリアクション）するため、新商標強度の高い企業の株式ポート

フォリオが事後的に高い超過リターンを生むことを実証し、商標が企業価値創出の重要なシグナル

となることを示した1。Chuらも、新製品発表（NPA）のテキストに含まれる「イノベーションに関する言
及量」を定量化し、これが将来の売上増加や株価反応を有意に予測できることを明らかにしており、

非財務情報のテキスト分析の有用性を示している1。Parkらは、特許の二次的市場取引に関する
データを活用し、不確実性が高まる環境下で、二次的市場への露出が高い（特許を売却しやすい）

企業ほど、将来の売却選択肢（プット・オプション）を確保するために特許出願を増加させるというリア

ル・オプション理論に基づく行動を実証した1。 

4.5. 制度設計・権利の安定性と情報開示の影響 
特許制度の根幹に関わるスクリーニング、開示、無効化の影響も厳密に評価されている。

SchankermanとSchuettは、構造推定モデルを用いて、特許を必要としない低タイプの発明が出願
の約6割を占め、審査によって排除しきれずに社会的に不要な特許が残存している実態を明らかに
した1。彼らは、審査の厳格化と出願手数料の引き上げの組み合わせが社会的厚生を最大化する可

能性を提示している。HoustonとRoskelleyは、AIPA（米国発明者保護法）による出願後18か月での
公開制度の導入が、特許付与時の株価反応（サプライズ）を半減させた一方で、高価値特許につい

ては出願公開時点で既に市場が反応しており、情報開示の早期化が市場の情報効率性を高めたこ

とを示した1。 

さらに、KimとValentineは、AIPAの導入を外生ショックとして利用し、強制的な特許公開が他社から
の知識流入（Spill-in）を得やすい企業ではイノベーションパフォーマンスを高める一方で、自社の知
識流出（Spill-out）が大きい企業ではパフォーマンスを低下させるという非対称な効果を実証し、開
示規制が企業間に格差を生むことを明らかにした1。BootとVladimirovも、AIPAによる公開が競合企
業の暗黙の協調的行動を促し短期的な収益性を高める一方で、破壊的技術への投資インセンティ

ブを低下させ、改良型特許を増加させることを示し、企業が技術機会に応じて特許出願と営業秘密

化を使い分けていることを実証した1。 

訴訟リスクとイノベーションの関係については、Mezzanottiが2006年のeBay判決（特許侵害におけ
る差止めの自動付与を制限）を契機に、訴訟リスクに晒されやすかった企業ほど、ホールドアップ懸

念の低下と資金制約の緩和を通じて、研究開発集約度を高め、ブレークスルー型の特許取得確率

を上昇させたことを示した1。Huangらは、NPE（パテント・トロール）による訴訟を受けた企業が、他社
技術への依存を減らし、自社技術の内向きな開発へシフトすることを示し、NPE訴訟が産業全体の
知識スピルオーバーを萎縮させる負の波及効果を実証している1。 



4.6. 特許制度の担い手：審査官と代理人のミクロ分析 
近年最も注目を集める研究領域が、制度というマクロな枠組みから、それを運用するミクロなアク

ター（審査官や特許代理人）の行動がイノベーションの質や権利範囲に与える影響の解明である。

De Rassenfosseらの五大特許庁（IP5）を対象とした研究は、観察不可能な発明の質を固定効果でコ
ントロールした上で、「特許代理人（事務所）の質」が特許付与確率を6%〜11%ポイントも引き上げる
因果効果を持つことを実証した1。これは特許制度が純粋な技術的メリットのみならず、法務的専門

性に左右される「平等ではない競争の場」である可能性を示している。Andriosopoulosらも、米国の
データを用いて、代理人の実体面の専門性が高いほど特許の市場価値や被引用件数が上昇するこ

とを示し、手続きの経験ではなく交渉力や議論構成の質が重要であることを明らかにした1。 

さらに、Chondrakisらの研究は、AIPAによる特許公開ルールの変更に伴い、研究開発と出願手続き
の調整の必要性が高まった技術分野において、企業が外部委託から社内特許代理人による内製化

へとシフトしたことを示し、制度変化が企業の境界（ガバナンス構造）に影響を与えることを実証した1

。Borchhardtらは、企業が特許法律事務所を選択する際、競合他社との「競争的重複」が情報漏洩
リスクとして避けられるのではなく、不確実性が高い状況下ではむしろ専門性の高さを保証するポジ

ティブなシグナル（プリズム）として機能することを示した1。HeikkilaとPeltoniemiのケーススタディは、
グローバル化や欧州統合、デジタル化の波を受け、IPRサービス企業が単なる出願代行から戦略的
コンサルティングへと事業基盤を転換させている実態を描き出している1。 

審査官の特性に関する研究も画期的である。Shuらは、米国審査官の「多忙度（Busyness）」を外生
的な変数として用い、多忙な審査官から付与された特許は質が低く、そうした特許を多く持つ企業は

将来の株式リターンが低いことを明らかにし、資本市場が審査品質の低下を十分に織り込めていな

いことを示した1。FengとJaravelは、審査官ごとの特許権の「作り込み（請求項数や単語数の変化）」
の違いが、特許の価値やPAE（特許主張主体）による購入確率に甚大な影響を与え、寛容な審査官
が作成した特許ほどPAEに狙われやすいことを実証した1。Hegdeらは、スタートアップ企業の特許に
おいて、審査官の傾向を操作変数として用い、審査の遅れが企業の成長や資金調達を阻害する一

方、特許のスコープ（権利範囲の広さ）の拡大は当該企業の成長を促すものの、競合他社のイノ

ベーションを抑制する負の外部性を持つことを明らかにした1。 

また、特許明細書の開示品質に関するDyerらの研究は、審査官の厳格さを操作変数とし、開示に対
して寛容な審査官が許可した特許ほど、明細書の情報量が少なく正確性に乏しいため、結果として

将来の被引用数（知識スピルオーバー）が有意に低下することを示した1。これは「権利付与」だけで

なく「開示の質」の担保がイノベーション促進に不可欠であることを裏付けている。Pairoleroらの
USPTOにおける実験的分析では、特許引用におけるジェンダー格差の存在を指摘し、女性多数チー
ムによる特許は男性多数チームに比べて引用されにくく、その原因が審査官ではなく出願人側の同

質性（男性が男性の特許を優先的に引用する傾向）にあることを突き止めた1。女性による発明が過

小利用されている現状は、イノベーションの多様性を損なう大きな機会損失である。 

研究テーマ 対象・手法 主要な発見と政策的含意 



特許代理人の質 (De 
Rassenfosse等) 

五大特許庁、発明固定効果モ

デル 
代理人の質が特許付与確率を

6~11%引上げ。特許制度は平等
な競争の場ではない可能性。 

審査官の多忙度 (Shu等) 米国特許、審査官のランダム

割当 
多忙な審査官が付与した特許は

質が低く、当該企業の将来リター

ンも低い。市場はこれを未織込。 

審査の作り込み (Feng & 
Jaravel) 

審査官固定効果、ベイズ的縮

小 
寛容な審査官による特許はPAE
（パテントトロール）に購入されや

すく、訴訟リスクが増大する。 

開示品質と波及 (Dyer等) 審査官の厳格さを操作変数 情報量が少なく正確性に欠ける

特許は、後続技術への引用（知

識スピルオーバー）が有意に低

下する。 

4.7. 日本国特許庁への3つの政策提言 
第III章の結語として、これら国際的な計量経済学的研究の動向を踏まえ、日本の特許庁に対する具
体的な新たな分析テーマとして以下の3点が提言されている1。 

1.​ GX関連特許の審査加速と環境・経済効果の定量的評価：中国のグリーン特許プレ審査プロ
グラムが環境汚染の削減に寄与したことを示したYuanらの研究や、気候変動特許の破壊性を
測定したLambrechtらの手法を参考に、日本の早期審査制度（早期審査・スーパー早期審査）
の利用が、事後的な企業の環境パフォーマンス（CO2削減等）や経済的リターンに因果的影
響を与えているかを傾向スコアマッチングやDIDを用いて定量的評価を行うこと1。 

2.​ 特許明細書の「開示品質」とイノベーション・スピルオーバーの関係性：Dyerらの研究を日本
データに適用し、審査官の厳格さが特許明細書の明確性を向上させ、第三者による技術利用

（引用）を促進しているかを検証する。あわせて、自然言語処理（LLM等）を用いて登録特許テ
キストの「読みやすさ」や「技術用語の具体性」をスコアリングし、「社会に役立つ開示」を促進

する審査のあり方を検討すること1。 
3.​ 特許代理人（弁理士・特許事務所）の「質」が審査結果および特許価値に与える影響分析：De 

RassenfosseらやAndriosopoulosらの手法を応用し、日本の特許代理人の「質（実体面の専
門性や事務所の固定効果）」が、特許の査定率や補正の状況、最終的な特許の経済的・技術

的価値に与える因果的影響を定量化し、制度運用の均質性や非効率性を検証すること1。 



報告書全体を通じて、我が国の詳細かつ多様なデータを活用した「エビデンスに基づく政策立案（

EBPM）」のさらなる進化が強く期待されている1。 

5. 報告書に対する社会的反響と市場の反応 
本調査報告書は、2026年4月15日に特許庁の公式ウェブサイト等で公開されて以降、産業界、学術
界、機関投資家、および政策担当者の間で極めて大きな反響を呼んでいる2。経済産業省・特許庁

が長年主導してきた「知財と経営の融合（コーポレートガバナンスにおける知財の戦略的活用）」とい

う政策アジェンダに対し、かつてないほど強固で客観的な学術的裏付け（計量経済学的エビデンス）

を提供したためである。 

5.1. 「量から質へ」の完全なるパラダイムシフトの受容 
各種ビジネスメディアや経済専門サイト（経済レポート等）において、「環境関連発明（GX）の出願件
数の増加が企業価値に負の影響を与える」という第I章の結論がセンセーショナルに報じられた4。こ

れまでの日本の製造業における知財部門は、長らく「特許出願件数」や「保有件数」を部門の至上命

題たるKPI（重要業績評価指標）として掲げてきた。しかし、本報告書が計量経済学的手法を用いて
「質の伴わない量の拡大は短期的にはコストでしかなく、企業価値を毀損する」と断じたことは、日本

企業における知財KPIの根本的な見直しを迫る決定打となった。 

公開後わずかの期間で、多くの先進的企業が単純な出願件数目標の廃止を発表し、代わりに「被引

用件数」や「事業・製品への貢献度」「海外ファミリー特許網の構築」、あるいは本報告書で提示され

た「企業内HHI（集中度）の最適化」など、バリューベースおよびポートフォリオベースの指標へと舵を
切る動きが加速している。また、Somayaらが米国フォーチュン500企業を用いて実証したように、特
許法務専門知識を持つ社内弁護士（弁理士）がR&D部門と連携して高価値な発明を発掘するプロセ
スが重視されつつある1。 

5.2. ガバナンスと情報開示の重要性に対する投資家の共鳴 
第II章およびその補論における「企業と投資家間の情報の非対称性」と「情報開示が企業価値を押し
上げる因果効果」の証明は、機関投資家やESG担当アナリスト、スチュワードシップ活動を推進する
ファンドマネージャーから極めて高い評価を受けている2。2021年のCGC改訂以降、多くの企業が統
合報告書などで知財戦略に言及し始めたものの、その内容は定性的なポエムや形式的なものに留

まる「開示の形骸化」が指摘されていた。 

本報告書は、研究開発力と知財ポートフォリオの構造（探索と深化の両立）が実際に財務リターン（

ROA等）を生むメカニズムを明らかにしたことで、投資家に対して「どのような知財データ・指標を見
れば企業の持続的成長力を評価できるか」という具体的な分析の視座を提供した。これにより、投資

家と企業の建設的な対話（エンゲージメント）の現場において、知財ポートフォリオの集中度（HHI）や
相対的技術優位性（RTA）、さらにはChuらが示したプレスリリース等でのイノベーション言及度1など

が、企業価値を測る客観的なメトリクスとして積極的に活用され始めている。 

5.3. EBPM推進とグローバルな政策協調への貢献 
特許庁内部および関連する政府・行政機関においても、本報告書の第III章で提示された3つの提言
は、今後の施策立案および制度改正のロードマップとして機能し始めている。また、国際的な波及効



果も大きく、2026年4月16日に開催された米国知的財産権法協会（AIPLA）との意見交換や、同年4
月15日の五庁プログラム管理グループ（PMG）会合などの重要な二国間・多国間協議の場において
も、日本の特許庁が主導するこうした高度な計量経済分析の取り組みと成果が共有された6。これに

より、日本の知財政策のエビデンス構築能力が、国際的なベンチマークとして高く評価されている。 

6. 総合的コメントと今後の展望：知財経済学が導く次世代の企
業戦略 
『令和7年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書』は、従来の法学的
解釈や制度論的な特許論の枠を完全に超え、高度なデータサイエンスと厳密な計量経済学的手法

を駆使して、イノベーション・エコシステムの深層構造を鮮やかに解明した傑作である。本報告書の

膨大な実証的知見を統合することで、日本企業が現在直面している構造的課題と、今後直ちに採る

べき戦略的処方箋が明確に浮かび上がる。 

第一に、無形資産投資の「質的転換」とポートフォリオ戦略の最適化の不可避性である。 GX（環境
技術）という資本集約的かつ不確実性の極めて高い領域において、特許の「量」が企業価値を毀損

するという事実は、研究開発の投資効率（ROI）と知財コストの管理がかつてなく厳しく問われる時代
への突入を意味している。企業は、他社牽制のみを目的とした低価値な防衛的特許出願を大胆に

削減し、自社のコア・コンピタンスを形成し相対的技術優位性（高RTA）を持つ領域と、将来の破壊的
イノベーションの種となる周辺領域（低HHIが示す探索的領域）へと資源を最適に再配分する「両利
きの知財戦略」を高度に実装しなければならない。さらに、Parkらの研究が示すように、不確実性の
高い環境下では特許を二次市場で売却できる選択肢（プット・オプション）としての価値も考慮した柔

軟な出願戦略が求められる1。 

第二に、知財部門の「機能的再定義」と組織統合である。 第III章で詳述されたように、特許代理人の
能力が特許付与確率を左右するという事実1、あるいは第II章の「知財マネジメントの組織的実装が
ROAを高める」という事実1は、知財部門の役割の根本的な転換を迫っている。知財部門は、単なる

「法務手続きの代行・管理機関」から、経営戦略とR&Dを強力に架橋する「戦略的オーケストレー
ター」へと進化する必要がある。ErnstとFischerがドイツ企業で実証したように、R&D部門と特許部門
の緊密な連携と具体的なタスクレベルでの貢献が新製品開発のパフォーマンスを左右する1。知財

部門は、社内の研究者と連携して高価値な発明を発掘・権利化するだけでなく、最適な外部専門家

（弁理士）を選定・統制し、特許明細書の「開示品質」を高めることで、技術の独占と外部への戦略的

波及をコントロールするプロデューサーとしての能力が求められる。 

第三に、「ナラティブの構築」と資本市場との非対称性を打破する対話である。 

どんなに優れた知財ポートフォリオや革新的な技術を保有していても、それが資本市場に正しく認識

されなければ、企業価値（トービンのQ）には反映されない。情報の非対称性を打破するためには、
知財部門とIR（投資家向け広報）部門、さらには経営トップが協働し、自社の知財ポートフォリオがい
かにして「探索」と「深化」を両立させ、将来の強固なキャッシュフロー創出や環境負荷低減に貢献す

るのかを、定量的なエビデンス（被引用件数、HHI、RTA等のデータ）とともに説得力のあるストーリー
（ナラティブ）として語り尽くす必要がある。本報告書は、そのナラティブを裏付けるための最強の理

論的・実証的な「武器」を企業に提供したと言える。 

最後に、特許庁および政策当局への期待である。 本報告書が示したEBPM（エビデンスに基づく政



策立案）の方向性は極めて正しく、かつ不可逆的である。今後は、第III章で提言されたように、自然
言語処理（LLM）や機械学習を用いて特許明細書のテキストデータを直接解析し、「開示の質」や
Lambrechtらが提唱した「技術の破壊性」をリアルタイムかつスケーラブルに測定・評価するインフラ
の構築が急務である1。また、審査の迅速化、手数料の調整、あるいはR&D税制の閾値といった政策
変数が、企業のR&D行動やマクロ経済の生産性に与える影響を、ランダム化比較試験（RCT）や自
然実験的手法を用いて継続的にモニタリングし、制度をアジャイルにアップデートしていく体制をさら

に強化すべきである。 

『令和7年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書』は、日本の知的財
産政策が長年の経験則や直観から完全に脱却し、精緻なデータと計量経済学に裏打ちされた「科学

的政策立案」の時代へと移行したことを告げる歴史的な金字塔である。本報告書に詰め込まれた無

数の知見が、日本企業のイノベーション創出力とグローバルな競争力の再興に深く寄与し、ひいて

は我が国経済の持続的成長の確固たる礎となることを強く確信するものである。 
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